
 

特定非営利活動法人 再開発ビル活性化ネットワーク 

会員の種類と会費等について 

 

□会員の種類と入会金・会費等 

    
会員の種類 会員の対象 入会金 年会費 

①正会員 

 

 

・この法人の目的に賛同して入会した個人又 

は団体（再開発ビル管理法人、コンサルタ 

ント等を想定） 

・事業利用料金は、正会員料金を設定 

30,000円 20,000円

②準会員 ・この法人の事業を利用するために入会した 

個人又は団体（再開発ビル管理法人、コンサ

ルタント等を想定） 

・事業利用料金は、準会員料金を設定 

30,000円 10,000円

③賛助会員 ・この法人の事業を賛助するために入会した 

団体又は個人（ビルメンテナンス会社、損 

害保険会社、建設会社、不動産会社等を想 

定） 

・事業利用料金は、賛助会員料金を設定 

30,000円 法人 
100,000円以上
個人20,000円 

    ※正会員を特定非営利活動促進法の社員とします。（総会の構成員） 

 

□組織対象と会員のイメージ 

 

        

                  再開発ﾋﾞﾙ関係団体（管理法人、管理組合等） 
コンサルタント、ＰＭ会社、行政担当、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社、保険会社 

        建設会社                   不動参会社 

          
その他個人                                      その他団体             

                             準会員       賛助会員 
                                               
                                      正会員 
 

                                      会 員 
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